
あなたは、広告のルールを知ってますか？

公益財団法人 広告審査協会

広告を見るヒケツ、
活かすコツをご紹介します。



広告を見るヒケツ、活かすコツ ① 通信販売の広告 「定期購入」

｛ 知っておきたい、通信販売のこと ｝

通信販売広告の注意点とは？

通信販売は、店舗ではなく、新聞や雑誌、テレビやカタログ、インターネットで広告し、消費者から郵便、電

話、ホームページなどにより注文を受け、商品を発送する形態のことです。

対面取引ではないので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため広告の記載が不十分だったり、

不明確だったりすると、後日トラブルが生じることになります。

ただし、通信販売における広告の表示事項を省略できる場合があります。これは、広告のかたちやスペー

スがさまざまで、すべて表示することは実態にそぐわない面があるからです。

この場合、消費者からの請求によって、全ての表示事項を記載した書面を「遅滞なく」提供することを広告

に表示し、かつ実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できる場合には、広告の表示事項を一部省略で

きることになっています。

※ 通信販売を含む特定商取引法の取引類型については、P９を参照

Q 通信販売ではどんなトラブルがありますか？

A 1回だけのつもりが、実は「定期購入」だったというトラブルが後を絶ちません。

健康食品、化粧品、飲料等の通信販売で、1回だけのつもりで購入したはずだったのに、実は「定期購

入」が購入の条件となっていることがあります。

消費者は初回分だけ購入したと思って申し込みました。実際には定期購入契約となっており、販売業者

から2回目以降、通常価格を請求されて困っているというケースが後を絶ちません。

左例は、購入の契約条件が目立たない位置にあり、消費者が見落としてしまうとこのようなトラブルに巻き

込まれてしまいます。

通信販売の広告を見る際は、低価格の箇所だけでなく、広告全体を見て、内容をしっかり読み込み、電

話で注文する際は、契約内容や解約条件をきちんと確認することが大切です。インターネットの通信販売の

場合は、最終申込画面の内容をよく読み、契約内容や解約条件が記載しているか確認してください。これら

の記載がない場合は購入しない冷静さも必要です。また、トラブル時の対応に備えて、最終申込画面のスク

リーンショットを取っておくとよいでしょう。

お得な「お試し」購入かと思ったら、実は定期購入!？

広告例は架空のものです。実在する企業・団体や商品、人物などには関係ありません。１ ２



広告を見るヒケツ、活かすコツ ② 食品の広告

{ 知っておきたい、食品のこと } 

痩せる効果をアピールする食品の注意点

普段の食事をカロリーの少ない食品に置き換えて総摂取カロリーが減少し、結果的にダイエットする、痩せ

るとアピールするのは、事実であれば問題ないと思われます。

ですが、「体内脂肪を分解する」「太りにくい体質にする」「頑固な宿便を排出する」などの表現は医薬品的

な効能効果とされ、通常の食品では認められません。また、「理想の体型に」「おかげで９ｋｇ痩せました」など

は、健康保持増進効果について著しく人に誤認させる表示に該当するおそれがあります。食事制限と適切な

運動を伴わず痩せる効果をアピールする広告は要注意です。

Ｑ でも、「機能性表示食品」では痩せる効能はないの？

Ａ 「痩せる」という言葉を使用して機能性の表示を届け出たものはありません。

「機能性表示食品」「特定保健用食品」など、特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする食品があ

ります。広告に表示できるのは、消費者庁に届け出た又は許可を受けた機能性の表示の範囲に限られます。

その範囲には「痩せる」という言葉はありません。

例えば、機能性表示食品の届出例として、「本品には〇〇が含まれますので、肥満気味な方の体重、体

脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが

報告されています。」があります。上記の届出表示を、「痩せる」ということばを用いて言い換えることはできま

せん。また、「肥満気味の方」に限定せず、全ての人が対象であるかのような表現は認められません。

こうした保健機能の表示をする場合は、「バランスのとれた食生活の啓発普及を図る文言」を併せて記載

し、バランスの良い食生活の啓発が求められます。

なお、国が基準を定めた「機能性表示食品」「特定保健用食品」「栄養機能食品」（これらを「保健機能食

品」といいます。左図参照）ではない、いわゆる「健康食品」は、保健機能食品で認められた機能性の表示を

行うことはできません。広告表現には注意する必要があります。

※ P10 「食品は、「未承認医薬品」の視点と、「健康の保持増進効果等が適切に表現されているか」の視点で見ていきま

しょう。」を参照

「飲む・食べるだけで痩せる」食品は、ありません。

広告例は架空のものです。実在する企業・団体や商品、人物などには関係ありません。３ ４



広告を見るヒケツ、活かすコツ ③ 化粧品の広告

{ 知っておきたい、化粧品のこと }

そもそも「化粧品」とは？

 「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健や

かに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、

人体に対する作用が緩和なものをいいます。左例の「アンチエイジング」は、若返り（抗年齢）とも解釈できます

が、化粧品では、このような効果※は認められていません。

※ 化粧品で認められた効能効果は、P１１の表「承認を要しない化粧品の効能の範囲」を参照

Ｑ でも、若返りをアピールする広告を見ている気がするけど？

Ａ それは“誇大広告”※１ かもしれません。

「エイジングケア」「エイジング」などの表現は、「年齢、加齢に応じたお手入れ」の意味であれば問題ないと

されています。「老化を抑える」「肌の酸化を抑える」「シミが消える」「肌の再生を促す」「たるみ解消」「シワを改

善する」※２などの効果は化粧品にはありません。そのような化粧品の広告は誇大広告のおそれがあります。

※１ 誇大広告については、P11･12「医薬品医療機器等法の誇大広告を見極める」を参照

※２ 医薬部外品（薬用化粧品）には「シワを改善する」効果を認められたものがあります。

「アンチエイジング」は、化粧品の広告では使えません。

広告例は架空のものです。実在する企業・団体や商品、人物などには関係ありません。５ ６



広告を見るヒケツ、活かすコツ ④ 関係法令や自主規制について

{ 広告表示に関連する法令・自主規制 }

一つの商品やサービスが消費者の手に渡るまでには、事業開始から、製造、流通、販売、広告などさまざま

な家庭があり、それぞれ関係法令によって規制されています。広告表示についても景品表示法をはじめ数々

の法令やがあり、業界が自主的に広告の基準を定めているものもあります。

１．事業に必要な許可等を定めた法令

２．営業上守らなければならないルールを定めた法令

３．広告の必要表示項目を定めた主な法令

・消費者金融、キャッシングの広告：貸金業法第15条（貸付条件の広告等）

・有価証券、デリバティブ取引の広告：金融商品取引法第３７条（広告等の規制）

・募集型企画旅行の広告：旅行業法第１２条の７（企画旅行の広告）

４．法令に定めたこと以外広告に記載してはいけないことを定めた主な法令

・病院・クリニックの広告：医療法第６条の５第３項

・動物病院の広告：獣医療法第１７条第１項

・あん摩、マッサージ、指圧、鍼灸の施術所の広告

：あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第７条

・接骨院の広告：柔道整復師法第２４条

・歯科技工所の広告：歯科技工士法第２６条

・介護老人保健施設の広告：介護保険法第９８条

・介護医療院の広告：介護保険法第１１２条

５．誇大広告を規制する主な法令

・優良誤認・有利誤認：景品表示法第５条第１号・第２号

・通信販売の広告：特定商取引法第１２条（誇大広告等の禁止）

・医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の広告：医薬品医療機器等法第６６条（誇大広告等）

・食品の広告：健康増進法第６５条第１項（誇大表示の禁止）

６．公正競争規約

    公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者団体である公正取引協議が、自主的に、

表示又は景品類の提供の制限に関する規約をを定めています。２０２５年11月1日現在、７９の公正取引協議

会があり、表示規約が６６、景品規約が３７あります。表示規約には、広告の必要表示事項を定めているものも

あります（不動産、募集型企画旅行、自動車、タイヤ、銀行、ピアノ、仏壇など）。詳しくは、一般社団法人全

国公正取引協議会連合会のホームページをご覧ください。

７ ８



広告を見るヒケツ、活かすコツ ④ 関係法令や自主規制について P2・P3の解説

P2の解説 通信販売は「特定商取引」の類型の一つ。特定商取引法の制

度を知っておこう。

１．通信販売と電話勧誘販売

通信販売は特定商取引法で、広告に必要な表示の規定や誇大広告を禁止する規定を設けています。

クーリング・オフの規定はありませんが、返品に応じない旨の特約を広告に明示していない場合、消費者は

商品を受け取った日から8日間、消費者が送料を負担し返品することができます。

なお、通信販売の広告を見て電話で申し込む際、業者が通信販売の広告にない別の商品を勧誘する行

為は電話勧誘販売となります。事業者は、電話勧誘販売で契約の申し込みを受け付けると消費者に法定書

面を交付しなければなりません。通信販売と違い、消費者は事業者から書面を受け取った日から8日間の

クーリング・オフが適用されます。電話勧誘販売では契約を締結しない意思を表明した者への勧誘が禁止さ

れていますので、必要ない場合、きっぱり断りましょう。

２．特定継続的役務提供

エステティックサロン、美容医療や語学教室などは、継続的で５万円を超える高額なサービスの提供であ

れば、特定継続的役務提供として、法に定める所定の事項を記載した概要書面や契約締結時書面を消費

者に渡さなければなりません。8日間のクーリング・オフ制度もあります。

３．訪問購入

事業者が、店舗以外の場所（消費者の自宅等）で物品の購入を行う場合、自動車、書籍、有価証券、レ

コードなど対象外の商品を除き訪問購入に該当します。特定継続的役務提供と同様に、法に定める所定の

事項を記載した概要書面や契約締結時書面を渡さなければならず、8日間のクーリング・オフの規定があり

ます。

訪問購入業者は、古物商であることも多いです。古物商が、消費者の自宅等で、商品を購入する場合は、

その商品が古物13品目に該当し、かつ、訪問購入で除外される商品ではないのであれば、特定商取引法に

基づく「訪問購入」に該当するため、法で求められる体制を整え、概要書面や契約締結時書面を書面を渡さ

なければなりません。

上記以外に、訪問販売、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引の全部で７つの類型があります。詳しくは、

消費者庁のホームページをご覧になり、特定商取引法の制度をご確認の上、慎重に対処してください。

P3の解説 食品は、「未承認医薬品」の視点と、「健康の保持増進効果等

が適切に表現されているか」の視点で見ていきましょう。

１．「未承認医薬品」の視点

   医薬品医療機器等法第68条で、「何人も医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって承認又

は認証を受けていないものについて広告をしてはならない」とあり、食品が、医薬品の目的を有するものと認

識されると、その食品は医薬品とみなされてしまいます。当然、医薬品の承認をとっておらず、「未承認医薬

品」として同条に抵触するおそれがあります。

＜無承認無許可医薬品の指導取締りについて 医薬品の範囲の基準＞

次のいずれかに該当すると医薬品とみなされます。

１．専ら医薬品として使用される成分・原材料が含まれている。例：タウリン

２．医薬品的な効能効果を標榜している。例：疲労回復、特定部位への効果（ひざの健康維持）

３．医薬品的な形状：アンプル剤の形状をしている。

４．医薬品的な用法用量：例：限定的な表現（1日2個） 参考：医薬品とみなされない例「1日2個を目安に」

２．「健康の保持増進効果等が適切に表現されているか」の視点

健康増進法で、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保

持増進の効果その他について、著しく事実に相違する表示をし、著しく人を誤認させるような表示をしてはな

らない。～略～（第65条第1項）」としています。

「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の別紙「医薬品の範囲に関する基準」の中で、医薬品の目

的を有するものであると認識しないものとして差し支えないとされた特定保健用食品や機能性表示食品は、

健康増進法第65条第1項の誇大表示の禁止に該当する表現がないか、景品表示法第5条第1号・第2号の

優良誤認・有利誤認の表現がないかの観点から広告表現を見ることになります。

誇大表示の判断について解説した通知「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項等

について」には違反事例が紹介されています。

例えば、 「肥満気味の方の内臓脂肪を減らすのを助ける機能性がある。」という許可を受けた又は届け出

た保健機能の表現である場合に、広告の表示全体から、あたかも、特段の運動や食事制限をすることなく、

「誰でも容易に腹部の痩身効果が得られるかのような表現」、「大きなおなかまわりが極端にしぼむような前後

比較の表現」はできません。

９ 10



広告を見るヒケツ、活かすコツ ④ 関係法令や自主規制について P4の解説

P４の解説 化粧品は、医薬品医療機器等法の誇大広告を見極める。

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品のことを「医薬品等」といいます。医薬品等は、

品質や、有効性、安全性の確保が重要であり、広告の果たす役割も大きいため、「何人も、医薬品、医薬部

外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又

は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない（第66条）」としています。

同条の解釈や遵守すべき事項を定めた通知として「医薬品等適正広告基準」があります。その中で、化粧

品で表示できる効能の範囲は以下であると説明しています。

化粧品では、効能効果は左の図の５６に限定されます。37 の「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」の「日や

けによる」や、56 の「乾燥による小ジワを目立たなくする」の「乾燥による」を省略して、単に「シミ、ソバカスを

防ぐ」、「小ジワを目立たなくする」の表現は認められません。

これら以外にも、化粧品の広告の主な注意点として以下のものがあります。

１．特定成分の特記表示をする場合、配合目的を記載するルールがあります。

化粧品の配合成分の一つを取り出して広告に表示すると、その特定成分があたかも有効成分であるかの

ような誤解が生じるため、特定成分を表示する場合は配合目的を併記することとしています。配合目的が、

化粧品の効能効果に関わるものである場合は、配合目的の表現は、左の化粧品として認められた56の効能

効果の範囲に限られます。

＜適切な例＞

・ヒアルロン酸（保湿成分）を配合・・・配合目的が左24「皮膚にうるおいを与える。」の表現である。

＜不適切な例＞

・ヒアルロン酸を配合・・・配合目的の表示がない。有効成分であるかのように誤解を生じる。

・ヒアルロン酸（リフトアップ成分）を配合・・・化粧品で認められた効能効果に「リフトアップ」はない。

２．肌への浸透表現は、表皮の「角質層」（角層）までです。

化粧品成分の肌の浸透は、表皮の一番上の角質層（角層）までです。

単に「お肌に浸透します」や「真皮層に作用します」といった表現はでき

ません。肌への浸透表現は、角質層までであることがわかるように表示

することとなっています。

３．美白表現

化粧品では、左図 37 の「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」や「メーキャップ効果で肌を白く見せる」ことは

表現できます。ただし、医薬部外品（薬用化粧品）で認められた「メラニン色素の生成を抑えることより日やけ

を起こしにくい」は、化粧品では表現できません。また、できてしまったシミに対し、肌質を改善しシミを消すこ

とも表現できません。
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広告を見るヒケツ、活かすコツ ⑤ 公益財団法人  広告審査協会について

{ 広告審査協会に関するQ&A }

Ｑ 広告審査協会は何のために設立されたのですか？

Ａ 広告審査協会は、虚偽・誇大な表現の広告から消費者を守り、

 広告を消費者の生活の役に立つ情報にするために設立されました。

Ｑ 広告審査協会は、いつから活動しているのですか？

Ａ １９７１年に新聞社など７社の寄付により

 「財団法人  新聞広告審査協会」が発足し、活動を開始。

 ２０１２年に「公益財団法人  広告審査協会」に移行し、

 現在、媒体社４３社と広告会社２５社が会員となっています。

（2025年11月1日時点）

Ｑ 広告審査協会は、何をしているのですか？

Ａ 広告審査協会に加盟する新聞・テレビ・雑誌・ラジオ・インターネットなどの会員媒体社から

 審査依頼を受けた広告について、掲載・放送の前に実地調査を行います。

 そして、消費者保護の観点に立って、官公庁や各種団体の協力を得ながら審査を行い、

見解をまとめた報告書を提出します。

 会員媒体社は、当協会の報告書を参考に、それぞれの判断基準に基づき、

     その広告の掲載や放送の可否を独自に判断します。

広告を、生活に役立つ情報にします。

Ｑ 広告審査は、何を基準に判断しているのですか？

Ａ 景品表示法や特定商取引法、医薬品医療機器等法などの関係諸法規や

 業界団体の自主基準など、さまざまな基準をもとにして、総合的に判断しています。

Ｑ これまでの審査件数はどのくらいですか？

Ａ ２０２４年の審査件数は202件。

 協会に登録保存している新規調査の報告書件数は７万６千件を超え、

 データベース化した報告書は、会員社の広告審査・考査業務に活用されています。

７６，5００件
Ｑ 最近、審査する広告の内容はどういうものがありますか？

Ａ 今回ご紹介した健康食品通販の広告や化粧品通販の広告以外にも、医薬品、医薬部外品、

 医療機器、健康器具、病院・クリニック、エステ、健康寿命延伸産業、古物営業・訪問購入、

 不動産、墓地・納骨堂、ファンド、暗号資産、アプリ、電気通信事業など多岐にわたります。

総じて、消費者が関心の高い健康・医療の分野は、関係諸法規から見て問題のある広告

 の件数も多いです。
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